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実践例5
「除雪・排雪」
雪対策の課題への取組

除
排
雪
の
成
り
手
不
足
の
課
題

近
年
は
異
常
気
象
な
ど
の
影
響
で
降

雪
の
量
が
不
安
定
に
な
っ
て
き
て
い
る

こ
と
や
、
人
口
減
少
に
よ
る
除
雪
車
の

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
（
運
転
手
）
の
成
り
手

不
足
な
ど
、
新
た
な
課
題
も
生
じ
て
き

て
い
ま
す
。

除
雪
が
必
要
な
道
路
の
総
量
が
変
わ

ら
な
い
中
で
、
安
全
な
道
路
通
行
を
確

保
し
て
い
く
た
め
に
は
、よ
り
効
率
的・

効
果
的
な
方
法
で
除
排
雪
を
行
っ
て
い

く
こ
と
が
必
要
で
す
。
議
会
で
は
予
算

雪
対
策
を
取
り
巻
く
状
況

雪
は
観
光
や
農
業
、
酒
造
り
な
ど
で

重
要
な
資
源
と
な
っ
て
い
る
一
方
で
、

交
通
や
市
民
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
て
お
り
、
本
市
で
は
毎
年
※
約
８

億
円
を
か
け
除
雪
な
ど
の
対
策
を
し
て

い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
議
会
で
は
市
民
と
の
意

見
交
換
会
で
寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
も
と

に
、
雪
対
策
に
関
す
る
課
題
解
決
に
向

け
、
左
記
の
と
お
り
様
々
な
取
組
を
進

め
て
き
ま
し
た
。

決
算
委
員
会
第
４
分
科
会
を
中
心
に
、

他
自
治
体
の
事
例
の
調
査
や
実
際
に
除

雪
を
請
け
負
っ
て
い
る
事
業
者
と
意
見

交
換
な
ど
を
進
め
、
よ
り
効
率
的
な
除

排
雪
の
方
法
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て

い
ま
す
。

雪
対
策
に
は
、
今
回
紹
介
し
た
も
の

以
外
に
も
様
々
な
課
題
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
か
ら
も
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
安
心

し
て
生
活
で
き
る
雪
に
強
い
ま
ち
づ
く

り
を
議
会
全
体
で
進
め
て
い
き
ま
す
。

※参考：令和５年度までの過去 10 年間の市除雪対策事業費の平均約８億 3,122 万円
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市内の除排雪の様子（令和７年撮影）



予算決算委員会各分科会で
政策を検討

事業の実施を前提とするのではなく、
「住民の福祉のためには」という思考

市民意見から
施策を評価
（あるべき姿）

政策のたまごの
育成・発展

委員間で話し合い

政策立案・提言

　予算審査に向けた
準備や調査をします。
　市民意見から、政
策のあるべき姿を考
えます。

執行機関の動き

予算審査に向けた準備

市民の皆さんの声

市議会の政策サイクルと、市の政策に 市民意見が反映されていくイメージ

START

　市民との意見交換会
や議員活動等からいた
だいた意見をもとに、
課題になっていること
を明らかにしています。

決算の評価　 を反映

事業の　 執行決 算
・行政評価に反映
・総合計画の策定

予 算

9月
2月

予算審査に生かす

決
算
の
審
査
で
政
策
を
評
価
し
、

委
員
間
で
話
し
合
い
、決
議
や
要

望
的
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
で
、

「
議
会
と
し
て
の
意
思
」を
伝
え
る

予算決算委員会各分科会で
政策に関する研究

執行機関とは違った視点から
市民のニーズをキャッチする

市民意見から
問題を発見

政策のたまごを
作りだす

課題を設定

問題を分析

委員間で話し合い

　決算審査に向けた
準備や調査をします。

市民の皆さんの声
　市民との意見交換会
や議員活動等からいた
だいた意見をもとに、
課題になっていること
を明らかにしています。

決算審査に向けた準備

予算決算委員会・本会議で
決算を審査
質疑を通して市の政策の
あるべき姿を考える

９月定例会議

決算審査に生かす

２月定例会議

予
算
案
に
賛
成
・
反
対
す
る
だ
け

で
な
く
必
要
に
応
じ
て
委
員
間
で

話
し
合
い
、決
議
や
要
望
的
意
見

を
提
出
し
、事
業
実
施
に
あ
た
っ

て
の
議
会
の
意
思
を
伝
え
る

START議会だより
等で報告

議会だより
等で報告

5月の地区別意見交換会

11月の地区別意見交換会

予算決算委員会・本会議で
予算を審査
質疑を通して市の政策の
あるべき姿を考える

10

会津若松市議会の「政策サイクル」
会津若松市議会では、市民意見を起点とした政策立案・政策提言の取組を行っています。「政策サイ
クル」とは、市民の皆さんの声を政策づくりに生かしていく仕組みのことです。政策サイクルを繰り返
していくことで、予算審査や決算審査を通して市民の皆さんの考えや思いが市政に反映され、住民福祉
の向上につながっていきます。
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会津若松市議会では、予算決算委員会の分科会ごとに当初予算や決算を審査する約２か月前か
ら、重点的に審査を行いたい政策を「論点」としてまとめています。論点をまとめる際には、市
の総合計画に基づき、各種事業計画、行政評価、さらには市民との意見交換会等
で議会に出された市民意見や、これまでの審査の経過、先進地での調査結果など
を参考にしています。審査では、この論点を中心に様々な視点で質疑が行われ、
市の事務がより良いものになるようにしています。

内容のポイントを絞って審査
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12月
定例会議

11月
地区別意見交換会

8月※

招集会議

臨時会議
（必要に応じて）

議会モニターへの
アンケート等
（必要に応じて）

6月
定例会議

予算決算委員会
（決算審査の準備）

予算決算委員会
（予算審査の準備）

2月
定例会議
（当初予算）

住民福祉の向上

9月
定例会議
（決算）

P14で詳しく解説

5月
地区別意見交換会
P14で詳しく解説

分野別意見交換会
P15、17で詳しく解説

所管事務調査

議会評価特別
委員会の設置

P16で詳しく解説

P20で詳しく解説

1

定例会議・委員会
2

予算決算委員会
3

その他の議会・議員活動
5

所管事務調査
市民との意見交換会

4

これらの議会活動が
政策サイクルの土台
となっています

通任期（４年間）における議会活動
会
津
若
松
市
議
会
は
、
主
権
者
で
あ
る
住
民
の
意
見
を
政
策
づ
く
り
に
生
か
す

た
め
に
、
１
年
間
、
そ
し
て
議
員
任
期
４
年
間
を
意
識
し
た
切
れ
目
の
な
い
継
続

し
た
議
会
活
動
を
実
践
し
て
い
ま
す
。

左
の
図
は
、
会
津
若
松
市
議
会
の
議
会
活
動
の
イ
メ
ー
ジ
図
で
す
。
議
会
活
動

を
表
す
５
つ
の
円
の
中
心
に
は
「
住
民
福
祉
の
向
上
」
が
あ
り
ま
す
。

住
民
福
祉
の
向
上
を
目
指
す
た
め
、
決
算
審
査
と
予
算
審
査
が
連
動
す
る
議
会

活
動
に
取
り
組
み
、
図
表
に
表
す
よ
う
な
議
会
運
営
に
よ
っ
て
「
議
会
か
ら
の
政

策
サ
イ
ク
ル
」
を
実
践
し
て
い
ま
す
。

通年議会とは？
議会の会期を通年（１年）とする制度です。１年
を通して議会が開会しているため、常に議会が活
動能力を持つことになり、 各委員会における審査で
の専門性を高め、突発的な事件等への対応などが
必要となる場合にも、議会の判断で会議を開くこ
とができるようになりました。会津若松市議会で
は、令和４年８月から通年議会を導入しています。

通年議会のメリット
調査が必要な時にいつでも議会とし

て活動できるようになりました。
また、臨時会議は必要に応じて開催

されます。通年議会を導入したことで、
災害等の急を要する対応時も、迅速に
会議を開催することができるようにな
りました。
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12月
定例会議

11月
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8月※
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1

定例会議・委員会
2

予算決算委員会
3

その他の議会・議員活動
5

所管事務調査
市民との意見交換会

4

これらの議会活動が
政策サイクルの土台
となっています

※�平成19年までは、本市議会の議員の任期は４月30日から始まっていましたが、平成23年以降は、東
日本大震災の発生に伴い制定された特例法により８月６日まで任期が延長されました。これにより本
市議会議員の任期は８月から任期が始まり、初議会の招集は８月になりました。



予算決算委員会
予算決算委員会各分科会
議会運営委員会
広報広聴委員会で検討

緊急性のある地域
課題であり、議会
としての対応が必
要なもの

市民との
意見交換会
で報告

議会としての対
応を協議。対応
する組織につい
ては、各派代表
者会議で決定

検討組織に
よる検討

議
会
の
対
応
を
検
討

市
民
の
皆
さ
ん
の
様
々
な
意
見
　

※地区別意見交換会での意見・提言・要望への対応イメージ政
策
立
案・政
策
提
言・執
行
状
況
の
監
視・評
価

議会自らの課題として
検討するもの

要望事項として
受け止めるもの

終 了 その場で
回答済のもの

議会に
関するもの

市政に
関するもの

未回答のもの

質問等

意見・提言
・要望事項

議会として政策研究の
テーマとなるもの

市民からの要望事項
として市へ送付

後日、担当班が調査し、
回答する

14

市民との意見交換会
市
民
と
の
意
見
交
換
会
は
、
地
区
別
意
見
交
換
会
と
分
野
別
意
見
交
換
会
が
あ
り
、

地
区
別
意
見
交
換
会
は
、
市
内
を
15
の
地
区
に
分
け
、
毎
年
５
月
と
11
月
に
開
催
し
て

い
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
地
区
毎
に
テ
ー
マ
を
設
け
て
お
り
、
お
住
ま
い
の
地
区
の
意
見

交
換
会
は
も
ち
ろ
ん
、自
身
の
興
味
の
あ
る
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
た
意
見
交
換
会
に
も
、

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

ま
た
、
市
民
と
の
意
見
交
換
会
で
い
た
だ
い
た
意
見
等
は
、
下
の
図
の
よ
う
に
、
議

会
と
し
て
対
応
し
て
い
ま
す
。
単
に
意
見
を
伺
う
だ
け
で
な
く
、
一
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に

対
応
し
、
議
会
活
動
に
生
か
し
て
い
き
ま
す
。

①受付
会場に到着しましたら
受付をお願いします。

②議会報告
議会から、直近の議会の
動向、決算や予算等の審
査結果について、皆さん
へ報告します。

③意見交換
事前にお知らせしている
テーマなどについて意見
交換を行います。

●地区別のテーマの一例
・�地区のまちづくりについて・地域防災について・スポーツ

を通じた地域づくりについて・子育て支援について　など

地区別意見交換会のおおまかな流れ



予算決算委員会
予算決算委員会各分科会
議会運営委員会
広報広聴委員会で検討

緊急性のある地域
課題であり、議会
としての対応が必
要なもの

市民との
意見交換会
で報告

議会としての対
応を協議。対応
する組織につい
ては、各派代表
者会議で決定

検討組織に
よる検討

議
会
の
対
応
を
検
討

市
民
の
皆
さ
ん
の
様
々
な
意
見
　

※地区別意見交換会での意見・提言・要望への対応イメージ政
策
立
案・政
策
提
言・執
行
状
況
の
監
視・評
価

議会自らの課題として
検討するもの

要望事項として
受け止めるもの

終 了 その場で
回答済のもの

議会に
関するもの

市政に
関するもの

未回答のもの

質問等

意見・提言
・要望事項

議会として政策研究の
テーマとなるもの

市民からの要望事項
として市へ送付

後日、担当班が調査し、
回答する
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意見交換会は、事前に設定したテーマ等について、
皆さんの考えや普段感じていることをお聞きする
場ですので、あまり心配せずに、ぜひご参加くだ
さい。

市民との意見交換会では、限られた時間で皆さん
と話し合うため、あらかじめ設定したテーマに
沿った意見をいただいています。なお、テーマに
ついての意見交換が終了した後に、その他の意見
交換を実施する機会を設けています。
話したい内容がある場合は、事前にご相談いただ
くことも可能です。

地区別意見交換会　Q ＆ A

市民との意見交換会の実施状況
● 地区別意見交換会
　年２回（５月、11月に開催）、平成20年に第１回意見交換会を開催して以降、令和７年４月
時点で30回開催。開催日等は、議会だより５月１日号と11月１日号でお知らせしています。
● 分野別意見交換会
　行政の分野ごとに、議会が取り組む政策立案などの必要性や各種団体等の要請により開催し
ています。分野別意見交換会の開催事例はP17に掲載しています。

あまり市政に詳しく
ないのですが、参加
できますか？

テーマ以外のことも
話したいのですが、
大丈夫でしょうか。

ご自身の興味のあるテーマや、日程の都合のつく
会場へ、ぜひお越しください。

自分の住んでいる地
区の意見交換会にし
か参加できないの？
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各分科会で所管する課題の調査

第１分科会では、持続可能な地域づくりに向
けて、地域が担う役割や地域運営組織の在り
方、さらには、行政でも住民でもない第三者に
よる中間支援組織についての調査研究をしてい
ます。令和６年７月には岩手県一関市の「協働
のまちづくり、いちのせき市民活動センターの
取組」について行政調査を行いました。一関市
では、ＮＰＯ法人に中間支援の機能を委託して
おり、地域を支援する市職員のマンパワー不足
を解消できるというメリットがある一方で、市
民が市に対して距離を感じる場合があるといっ
た課題などを確認することができました。さら
に一関市では、市協働推進計画により地域協働
体を地域コミュニティの代表組織と位置付けて
いるものの、住民にそのことが認識されていな
い場合があるといった課題も伺えました。
今後も、行政調査で得られた知見や課題を参

考に、本市における望ましい中間支援組織や地
域への支援の方法について調査研究を進めてい
きます。

［ 行政調査 ］
予算決算委員会
第２分科会の事例

予算決算委員会
第１分科会の事例

［ セミナー ］

予算決算委員会の各分科会は、市政に関する重要な政策や課題に対して、政策立案や政策提言を行う
ため、担当する事務事業（所管）について調査を行います。これを所管事務調査といいます。
会津若松市議会では、所管事務調査のテーマを設定し、行政調査（先進地調査）やセミナーの開催、
分野別意見交換会の開催、現地調査を実施しています。ここでは、所管事務調査について各分科会の事
例をもとに紹介します。

第２分科会では、所管事務調査の具体的テー
マとして「地域包括ケアシステム」を設定し、
地域の実情に応じた在り方を調査しています。
令和６年７月には、地域包括ケアシステムの成
り立ちと今後の在り方などについて専門的知見
を得るため、公立大学法人埼玉県立大学理事長
の田中滋氏によるセミナーを開催しました。
セミナーでは、医療の発展や長寿命化による、
老衰死の増加に対する尊厳ある看取りのための
機能の充実や取組の必要性などについて知見を
得ることができました。
また、地域包括ケアシステムの進展に向けて
は、社会的孤立・排除の防止や早期対処、※地
域デザインの創出、高齢者の社会参画などによ
る新たな互助の創出が必要になることについて
理解を深めました。
※地域デザイン…地域包括ケアシステムの推進主
体である市町村が、介護保険サービスの基盤の確
保に加え、介護予防の取組や地域づくりなどを地
域の実情に応じてデザインすること

一関市での行政調査（R6.7.16）地域包括ケアシステムに関する政策研究セミナー（R6.7.12）
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所管事務調査では、各分科会で設定している
テーマ以外にも、審査する予算や決算の内容に
関係した調査などが自主的に行われています。
第４分科会で審査する市の事業には、公共施設
の建設やインフラ整備などが多くあり、市長側
から提供される資料や図面だけでなく、実際に
現場を確認して、審査などに生かしています。
下の写真は、令和５年12月に新設された城
前団地集会所を現地調査したときのものです。
この日は、関係する議案について書面と質疑に
よる審査を行った後、実際に現地を確認して調
査を行った上で、議案について賛成か反対かの
採決を行いました。
これ以外にも、審査や調査のテーマに関係す
るものとして、浄水場などの市の施設や道路の
工事現場、河川・ダムなどの現地調査を行って
おり、適切な整備や工事が行われているか、市
民の福祉向上に役に立っているかといった視点
を持って、適正な審査が行われるよう調査を進
めています。

観光振興の現状や課題等について理解を深め
る機会とするため、観光地域づくり法人（ＤＭ
Ｏ）として観光庁に登録し、観光地域づくりの
旗振り役として、若松城天守閣の管理運営等を
担う一般財団法人会津若松観光ビューローとの
意見交換を行いました。
意見交換会においては、近年における旅行者

の変化や観光ニーズの多様化、さらには、デジ
タル技術が急速に進展している中で、本市への
観光誘客を図っていくための課題や取組などに
ついて意見を交わしました。この中で、市の観
光資源の中心である若松城整備の財源確保等の
ため、天守閣入場料の料金改定について議論を
進めるよう意見が出されました。天守閣入場料
に言及する意見はこれまで市からも出されてお
らず、こうした意見が市議会に示されたことも、
この分野別意見交換会を開催した意義があった
と考えます。
第３分科会では、観光産業の振興に向け、引

き続き調査研究に励み、市議会において議論し
ていきます。

予算決算委員会
第４分科会の事例

予算決算委員会
第３分科会の事例

［ 分野別意見交換会 ］［ 現地調査 ］

予算決算委員会第１分科会（総務委員会）

予算決算委員会第３分科会（産業経済委員会）

予算決算委員会第２分科（文教厚生委員会）

予算決算委員会第４分科会（建設委員会）

●財政健全化　　　●住民自治
● ICTと未来社会　●まちの拠点

●農業の担い手育成と農産物のブランド化の推進
●観光誘客・交流人口の拡大強化と宿泊滞在型観光の推進
●商店街活性化への取組

●地域包括ケアシステム
●新たな学校の在り方

●官民連携による降雪対策の在り方
●�市民の安全安心を担保するための総合的な
雨水対策

現在、各分科会で深めている主要な検討テーマ

会津若松観光ビューローとの分野別意見交換会（R6.1.26）城前団地内に新設された集会所の現地調査（R5.12.15）



1 P10～P13で詳しく解説
市民の意見を施策に反映させる
政策サイクルと決算審査・予算審査の連動

　通年議会の１年間、そして通任期（議員任期４年間）を意識した切れ目のない議会活動のサイクル
を実践しています。

P14で詳しく解説2 政策サイクルの起点
市民との意見交換会の開催

　市民の皆さんとの意見交換を重ねながら、政策立案、政策提言につなげる取組を実践
しています。

3 議決責任・説明責任を果たすため
本会議や委員会で議員（委員）間討議※を実施

　説明責任や議決責任を果たすための自由討議として重要視しています。

P24で詳しく解説4 議会に提出される
陳情を請願と同様に審査

　会津若松市民であれば、どなたでも陳情を行うことができます。

5 議会の正副議長選挙
議長選挙・副議長選挙での所信表明会の実施

P20で詳しく解説6 議会の取組を評価
議会評価を実施

　自分たちの議会を客観的に評価する取組を実施しています。

7 令和４年８月より
通年議会の導入

　通年（１年間）を通した議会活動の実態に合わせる形で、令和４年８月から通年議会を導入して
います。

P12で詳しく解説

8 議会に対し、議案提案前に抱負表明の機会を設ける
副市長・代表監査委員・教育長・教育委員の抱負表明

　議会に議案として提案される前に議会の各会派の代表者で構成される各派代表者会議
で抱負表明を行い、議会の各会派で適切な任命なのか判断しています。

※議員（委員）間討議…
表決の前に議案に対し
て、「なぜそのような決定
に至ったのか」という議論
の経過も含めた説明責
任や、議決責任を果たす
ため、議員同士で自由に
討議を行って論点や争点
を明らかにすること。

9 新たな市民意見の広聴ツール
議会モニターの設置

　市民目線から継続して意見をいただく新たな広聴活動の一
環として、これまで議会広報紙に対する意見をいただいてい
た広報議会モニターを発展させ、新たに議会モニターを令和
６年８月に設置しました。
　多様な世代、属性の方に議会の取組を知っていただき、議会運営や政策研究、議会評価など
についてご意見をいただき、議会の活動に反映していくことを目的にしています。
　主な活動として、本会議等の傍聴や議会との意見交換、アンケートへの回答などがあります。
　議会は、議会モニターの活動の中で寄せられた意見を政策サイクルに生かし、より一層の住
民福祉の向上に努めていきます。

　議会運営に関する市民への説明責任を果たすために議長や副議長がどのような市議会を目指すの
かといった考え方を表明する機会（所信表明会）を設け、市議会の活性化に取り組んでいます。

清川議長から一人ずつ委嘱状を交付しました

議会モニター委嘱状交付式後の説明会

●人数：44名（男性30名、女性14名）
　　　　うち、学校等を含む団体推薦が40名、
　　　　一般公募が４名
●任期：令和６年８月から令和８年３月末まで
　　　　（概ね２年間）

令和６年度の議会モニターの構成
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会津若松市議会の９つの特徴

視察・調査の受入
上記のような会津若松市議会の特徴ある取組を調

査・研究するため、毎年、全国から多くの地方議会
等が視察に訪れています。直近の会津若松市議会に
関する行政視察の受入実績は左下のとおりで、最も
多い年で年間53件の視察に対応しました。

政策サイクルの取組についての視察に対応
（R6.10.28 北海道登別市議会）

年　度 件数 主な視察内容

令和４年度 13 件 ●議会基本条例
●議会改革の取組　
●市民との意見交換会　
●�議員（委員）間討議の

実施手法や活発化
●�市民参加型政策サイク

ルの取組　ほか

令和５年度 16 件

令和６年度 25 件

※令和６年度は、令和７年２月末現在の数値

マニフェスト大賞を
受賞しました

　マニフェスト大賞は、地方自治体の議
会や首長、市民等による地域の民主主義
向上に資する優れた取組を表彰していま
す。会津若松市議会は議会改革の取組で、
最優秀賞を含め過去に４度表彰を受けて
います。
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令和６年度の議会モニターの構成
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展
さ
せ
て
い
く

た
め
に
は
、
現
在
の
取
組
の
目
的
や
課
題

を
共
有
し
、
継
続
し
た
改
善
を
行
っ
て
い

く
必
要
が
あ
る
こ
と
や
、
議
会
改
革
が
住

民
福
祉
の
向
上
に
役
立
っ
て
い
る
の
か
に

つ
い
て
の
検
証
が
求
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
、
議
会
活
動
を

振
り
返
り
、
課
題
を
共
有
し
て
次
に
つ
な

げ
て
い
く
た
め
の
取
組
と
し
て
、
議
会
評

価
の
導
入
に
向
け
た
検
討
を
進
め
て
き
ま

し
た
。

地
方
議
会
成
熟
度
評
価
モ
デ
ル
を

活
用
し
た
評
価
の
試
行

議
会
評
価
は
、
市
民
委
員
２
名
が
参
加

す
る
議
会
制
度
検
討
委
員
会
に
お
い
て
令

和
元
年
頃
か
ら
検
討
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、議
会
評
価
の
実
施
に
当
た
り
、

公
益
財
団
法
人
日
本
生
産
性
本
部
主
催
の

「
地
方
議
会
に
お
け
る
政
策
サ
イ
ク
ル
と

評
価
モ
デ
ル
研
究
会
」
に
お
い
て
検
討
が

進
め
ら
れ
て
い
た
「
地
方
議
会
成
熟
度
評

価
モ
デ
ル
」
を
活
用
し
た
評
価
を
試
行
的

に
行
う
こ
と
と
し
、令
和
５
年
４
月
に
は
、

新
た
に
設
置
さ
れ
た
議
会
制
度
検
討
特
別

委
員
会
に
よ
り
、
内
部
評
価
の
実
施
や
、

そ
の
結
果
や
評
価
の
方
法
に
つ
い
て
、
３

名
の
学
識
経
験
者
に
よ
る
外
部
評
価
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

評
価
の
取
組
結
果
と
申
し
送
り

事
項
（
反
省
点
）

評
価
結
果
は
、
議
会
制
度
検
討
特
別
委

員
会
で
申
し
送
り
事
項
等
を
含
め
た
報
告

書
と
し
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
令
和
５
年

６
月
に
議
長
へ
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

報
告
書
で
は
、
評
価
の
結
果
と
し
て
議

会
の
取
組
に
つ
い
て
あ
る
程
度
妥
当
な
評

価
が
で
き
た
も
の
の
、
外
部
評
価
委
員
か

ら
は
、
評
価
に
至
っ
た
根
拠
の
記
載
や
市

民
に
議
会
活
動
を
説
明
す
る
情
報
発
信
が

不
足
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
指
摘
を
受
け

地方議会成熟度評価モデルについて
議会改革を住民福祉の向上につなげ、議会

のバージョンアップを図ることなどを目的
に、議会を評価するための仕組みとして公益
財団法人日本生産性本部により開発されたも
のです。

議会が進むべき方向性や議会改革の方策に
ついて１枚のシートで検討を行っていく「議
会プロフィール」と、議会運営に必要となる
５つの視点に基づいて機関としての議会を包
括的に現状分析するための「成熟度評価」の
２つのツールから構成されています。

住民福祉の向上

 　　　戦略プラン

　
政策
サイクル

　
条件
整備

　
信頼と
責任

 　　　　ふり返りと学び

視点１

視点２

視点５

視点３ 視点４
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議会評価の４年間のサイクルのイメージ

【１年目】
・前期からの引継ぎ
・議会プロフィール
 （議会の現状や今後
の方向性をまとめ
たもの）の作成

【２年目】
・政策サイクルの確認
・予算決算サイクルの
確認

【３年目】
・政策サイクルの確認
・予算決算サイクルの
確認
・決議や政策提言等
の対応状況の確認

【４年目】
・評価（内部・外部・
総括）の実施
・評価の全体化
・公表
・次期への申し送り

た
こ
と
や
、
議
員
任
期
４
年
間
を
通
し
た

評
価
サ
イ
ク
ル
の
仕
組
み
（
下
図
）
な
ど

が
申
し
送
り
事
項
と
し
て
示
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
令
和
５
年
８
月
に
改

選
さ
れ
た
新
た
な
議
会
で
は
、
市
民
に
説

明
の
で
き
る
根
拠
の
あ
る
評
価
の
仕
組
み

を
作
る
た
め
、
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ

る
と
の
考
え
に
至
り
ま
し
た
。

議
会
評
価
特
別
委
員
会
の
設
置

議
会
制
度
検
討
特
別
委
員
会
で
の
試
行

的
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
、
令
和
５
年
10

月
に
新
た
に
各
常
任
委
員
会
（
総
務
・
文

教
厚
生
・
産
業
経
済
・
建
設
）
の
正
副
委

員
長
等
か
ら
選
出
さ
れ
た
６
名
の
委
員
に

よ
る
「
議
会
評
価
特
別
委
員
会
」
が
設
置

さ
れ
、
議
会
評
価
の
制
度
の
仕
組
み
づ
く

り
に
引
き
続
き
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
特
別
委
員
会
で
は
、
特
に
、
こ
れ

ま
で
の
反
省
事
項
で
あ
っ
た
市
民
へ
説
明

の
で
き
る
評
価
や
、
評
価
の
基
本
と
な
る

考
え
方
の
検
討
、
評
価
の
根
拠
と
す
る
た

め
の
手
法
や
ツ
ー
ル
の
整
理
な
ど
を
中
心

と
し
た
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
会
津
若
松
市
モ
デ
ル
」
の
評
価

の
仕
組
み
づ
く
り
に
向
け
て

試
行
的
な
評
価
で
使
用
し
た
地
方
議
会

成
熟
度
評
価
モ
デ
ル
は
、
議
会
全
体
の
取

組
を
幅
広
く
含
ん
だ
評
価
の
基
準
で
あ
る

も
の
の
、
全
国
の
自
治
体
議
会
が
活
用
す

る
こ
と
を
想
定
し
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
今
後
、
評
価
を
継
続
し
て

行
っ
て
い
く
に
当
た
っ
て
、
会
津
若
松
市

議
会
の
仕
組
み
に
あ
わ
せ
た
評
価
の
尺
度

が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。
議
会
評
価
特

別
委
員
会
で
は
、
地
方
議
会
成
熟
度
評
価

モ
デ
ル
を
も
と
に
、
会
津
若
松
市
議
会
の

政
策
サ
イ
ク
ル
の
仕
組
み
が
評
価
で
き
る

モ
デ
ル
を
策
定
す
る
た
め
の
検
討
を
進
め

て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
評
価
の
仕
組
み
づ
く
り
の

取
組
に
関
連
し
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
分

か
り
や
す
い
広
報
紙
の
作
成
や
、
市
民
等

で
構
成
さ
れ
る
議
会
モ
ニ
タ
ー
の
設
置
、

予
算
・
決
算
審
査
に
向
け
た
準
備
方
法
の

見
直
し
な
ど
、
議
会
の
仕
組
み
に
つ
い
て

様
々
な
見
直
し
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
議
会
評
価
の
仕
組
み
づ

く
り
を
通
し
て
、
住
民
福
祉
が
向
上
す
る

会
津
若
松
市
議
会
と
な
る
よ
う
継
続
し
た

バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

議会評価特別委員会の様子（R7.1.16）
議長・副議長と各常任委員会の委員長・副委員長等で構成されています



議会の主な役割

決める（議決権）
　議決とは、条例や予算など市の重要な事を決
定することです。市民の皆さんの代表として話
し合い、市の意思を決定する議会の基本的かつ
大切な役割です。
　議会は、条例の制定・改正・廃止、予算の決
定や決算の認定、一定の金額以上の契約の締結
などを議決します。

チェックする（検査権・調査権・監査の請求権）
　市の仕事が市民のために正しく行われている
か業務の状況を確認しています。

要望を受ける
　市民などから提出された請願や陳情を受理
し、委員会や本会議で審議します。

意見書を出す（意見書提出権）
　会津若松市をよりよくするために必要なこと
を、国や県などの関係機関に要望するため、市議
会の考えをまとめて意見書として提出します。

提言や政策立案
市議会が自ら政策などを市に提言しています。

※二元代表制…地方自治の制度は、首長（市長）と地方議
会（市議会議員）という２種類の代表を住民（市民）が直
接選挙で選ぶ二元代表制という仕組みになっています。

市　民

市 長 （市役所）
執 行 機 関

市議会
議事 機 関

行政サービス

要  望

選  挙選  挙

請願・陳情、
傍聴

意思決定
監視、政策提言

条例・予算など
を提案

意見交換、
情報共有（広報）

市議会は、
 どんな活動を
　　しているの？

その他の議会の権限…選挙権、自律権、同意権、
承認権、報告の受理権　ほか

善政競争
（二元代表制※）
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市議会の役割
会
津
若
松
市
議
会
で
は
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
議
員
が
集
ま
り
、
会
津
若
松
市
を
よ
り
よ

い
ま
ち
に
し
て
い
く
た
め
に
、
市
の
様
々
な
こ
と
を
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。

会
津
若
松
市
の
条
例
や
予
算
な
ど
を
決
定
す
る
市
議
会
と
、施
策
を
実
施
す
る
市
長（
執

行
機
関
）
は
、
互
い
を
補
い
合
い
、
住
民
福
祉
の
向
上
を
目
指
し
て
い
ま
す
。



特徴
1

「市民参加」を基軸としている
議会基本条例　前文

　会津若松市議会は、これまで連綿と続いている、活発な議論を重んじる伝統と個々を尊重しあ
う民主的な政治風土をしっかりと受け継ぎつつ、未来に向けた新たな価値の創造に向けて、不断
の努力を重ねるとともに、市民の多様な意見を反映しうる合議体としての議会づくりを通じ、市
民の負託にこたえていくことを決意するものである。

議会の活動原則（第２条）

　市民に開かれた議会を目指し、市民の多様な意見を把握し、市民参加の機会の拡充に努めるな
ど、市民参加を基軸として活動しています。

特徴
3

「政策サイクル」の主要な３つのツール
①市民との意見交換会：意見聴取（政策サイクルの起点）

　市民の皆さんに議会で行われた議案等の審議の経過及び結果について報告するとともに、政策
形成に関する意見交換を行うために開催します。

②広報広聴委員会：意見整理～問題発見～課題設定

　広報広聴機能の充実のため、議会基本条例において広報広聴委員会の設置を規定しています。

③予算決算委員会における政策研究：政策研究から政策立案

　市政に関する重要な政策及び課題に対して、共通認識及び合意形成を図り、政策立案、政策提案
及び政策提言を推進しています。

特徴
2

議決責任（第８条）と説明責任（第５条第１項）を条文に明記
議決責任と説明責任の明確化（第８条）

　第８条に議決責任を規定しています。また、第５条第１項に市民に対し
ての説明責任を規定しています。

議員間討議（第12条）

　議会の活動原則としての議員間討議や、審議結果である議決の主体が議
員ではなく「議会」であることから、本会義や委員会における議案審議・審
査の議事手続きの１つとしての議員間討議の位置付けを規定しています。

議決責任を果
たすために「議
員間討議」を
重要視してい
ます
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会津若松市議会基本条例

全体の構成 議会として議決責任（第８条）や、説明責任（第５条第１項）を果たす必要があり、
そのためには、議員間討議（第 12条）を実施し、議員同士で議論を深める必要があり
ます。市民との意見交換会などで問題を発見（第５条第５～７項）し、課題を設定（広
報広聴委員会）（第６条） した上で、問題分析（予算決算委員会における政策研究）が
重要である、という構成となっています。

会津若松市議会や構成員である議員が活動していくに当たって根幹となるものとして制定された条例
（平成 20年６月 23日施行）です。
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請願・陳情について
市
民
の
皆
さ
ん
は
、
市
議
会
に
対
し
、
市
政
へ
の
要
望
や
意

見
を
「
請
願
」・「
陳
情
」
と
い
う
形
で
、
文
書
で
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

請
願
を
提
出
す
る
場
合
は
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

紹
介
議
員
が
一
人
以
上
必
要
に
な
り
ま
す
。

陳
情
を
提
出
す
る
場
合
は
紹
介
議
員
は
不
要
で
、
会
津
若
松

市
民
で
あ
れ
ば
、
ど
な
た
で
も
提
出
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
会

津
若
松
市
議
会
の
特
徴
と
し
て
、
陳
情
も
請
願
と
同
様
に
審
査

し
て
い
ま
す
。

請
願
・
陳
情
は
、
定
例
会
議
開
会
日
の
３
日
前
ま
で
に
受
理

し
た
も
の
を
、
そ
の
定
例
会
議
で
審
査
し
ま
す
。

審
議
結
果
は
、
請
願
（
陳
情
）
の
提
出
者
に
通
知
さ
れ
、
採

択
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
市
長
に
通
知
し
た
り
、
議
会
の

意
思
と
し
て
、
関
係
機
関
に
「
意
見
書
」
と
し
て
送
付
し
た
り

し
ま
す
。

請願・陳情書
提出の流れ

請願・陳情書の準備
※�提出を検討している方は、事前に議会事

務局へご相談ください。
※�請願の場合は、１人以上の紹介議員が必

要です。

議会へ提出
※�定例会議開会日の３日前までに受理した

ものをその定例会議で審査します。

所管委員会に付託・審査
※�委員会での審査時、請願（陳情）者に説明

の機会を設け、内容の説明を求める場合
があります。

議長が受理

本会議に上程

本会議で表決

採  択

市長や関係機関へ
意見書を送付

不 採 択

提出された請願・陳情のその後…

▶ご相談・提出先　
会津若松市議会事務局
住　　所  〒965-8601会津若松市東栄町３番46号
電話番号  0242-39-1323
F　A　X  0242-39-1470
メ ー ル  �gikai@tw.city.aizuwakamatsu.

fukushima.jp

会津若松市手話言語条例の制定を求める陳情
令和４年２月定例会議で審査し採択
→�令和５年２月定例会議で「会津若松市手話言

語及びコミュニケーション手段に関する条
例」案が市から提案され可決、施行されまし
た。

温泉地域の活性化のために入湯税の引き
上げを求める陳情
令和６年２月定例会議で審査し採択
→�令和６年12月定例会議で「会津若松市税条

例」の改正案が市から提案され可決。令和７
年10月から入湯税の引き上げが実施される
ことになりました。

➡この事例については８ページで詳しく紹介
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請願書（陳情書）

令和 ● 年 ● 月 ● 日
会津若松市議会　議長　

 

住　所　　会津若松市▲▲町■番●●号

（団体名）　□ □ □ □の会　　

氏　名　　(団体の場合役職）　会津　花子

連絡先　　0242  - ▼▼ -　◆◆◆◆ 

紹介議員署名　若松　太郎　
　　　　　　　　　　　※請願書の場合のみ必要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

＜件　名＞○○○○○について

 

　（本文）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を求め、

下記のとおり、請願（陳情）いたします。

 

記

 

　１　○○○○○○○○すること。

　２　△△△△△△△△すること。

用紙サイズ　A4縦 ①

④

②

③

請願書は、紹介議員
がいれば、どなたで
も提出できます。
陳情書は、会津若松
市民であればどなた
でも提出できます。

提出者が個人の場合
は、住所・氏名・連
絡先を、法人及び団
体の場合は、所在地・
名称・役職・代表者
の氏名を書いてくだ
さい。

請願を提出する場合
は、 紹 介 議 員 が １
人以上必要です。請
願の内容に賛同して
いる市議会議員の署
名をもらってくださ
い。

市政についての要望
などをできるだけ簡
潔に書きます。
書き方に不明な点が
ありましたら、議会
事務局にご相談くだ
さい。

① ② ③ ④

請願書・陳情書の書き方の例

市のホームページ



26

②委員会 さまざまな分野の議案や請願・陳情は委員会において専門的な視点からより詳し
く審査を行います。

論点整理①　審査前の準備
委員会に所属する議員同士で、政策における論
点（問題認識）などを確認します。ここに至る
まで、各委員会では、事前に調査や政策課題の
洗い出しなどを行っています。（16ページ参照）

論点整理②　委員間討議
説明や質疑を経て、再度委員同士で論点を基に議論
します。会津若松市議会では「なぜそのような決定
に至ったのか」という議論の経過も含めた説明責任
を果たすため、この過程を重要視しています。

内容説明
議案等の提出者（執
行機関等）から議案
等の内容について説
明があります。

討 論
委員が賛成・反
対の立場から意
見を述べます。

質 疑
議決するため、説明
を受けた内容の疑問
点について質問しま
す。

表 決
委 員 会 で の 賛
成・反対の意思
を決定します。

定
例
会
議
・
臨
時
会
議

①本会議

③本会議

本会議は、議員全員で構成される会議で、市議会としての意思決定（議決）はすべ
て本会議で行われます。

開 

会

散 

会

案件付議
議案を本会
議の議題に
します。

提案
理由説明

提案者が提案す
る議案の内容と
理由を説明しま
す。

一般質問
（代表質問）

議員が市政全般に
ついて質問します。
12 月定例会議は各
会派の代表者が質
問する代表質問も
行われます。

総括質疑
議員が、提出
された議案に
関して質問し
ます。

委員会
付託

議案等の審査を
担当する委員会
に委ねます。

委員長報告
委員会の議論の
結果を報告しま
す。

質 疑
報告に対す
る疑義を質
問して確認
します。

討 論
議員が表決
の前に、賛
成・反対の
意見を表明
します。

表 決
市議会とし
て賛成また
は反対の意
思を決定し
ます。

議員間討議
議案に対して適
切 な 説 明 責 任・
議決責任を果た
す た め、 議 員 同
士で自由に討議
します。

会津若松市議会は、条例で定例会を年１回開催することと定めており、８月から翌年の７月末までの
１年間を会期とする通年議会を導入しています。また、定例的に開く会議として、６月、９月、12月、
２月に定例会議を設けています。定例会議以外の期間に突発的な事態や緊急の行政課題などが発生した
場合には、臨時会議を開催します。議会で決定したことを基に、市は様々な事業等を進めます。

会議の流れ



本 会 議

常任委員会
※1

予算決算委員会※2 委員会協議会※3

議会運営委員会

特別委員会

総務委員会 第１分科会

第２分科会

第３分科会

第４分科会

総務委員会協議会

文教厚生委員会協議会

産業経済委員会協議会

建設委員会協議会

文教厚生委員会

産業経済委員会

建設委員会

予算決算委員会

各派代表者会議

議員全員協議会

広報広聴委員会

常任委員会名
総務委員会
文教厚生委員会
産業経済委員会
建設委員会
予算決算委員会

企画、財務、総務、会計等に関すること
福祉、教育、環境衛生等に関すること
観光・商工業、農業、林業等に関すること
都市計画、道路、上下水道等に関すること
市の予算・決算に関すること

所管する事務

本会議は、議員全員で構成される会議です。議案を審議したり、市や議会の意思
を決定する会議です。

議会運営委員会は、議会の円滑な運営を図るための委員会です。

特別委員会は、必要な場合に議会の議決で設置します。令和５年10
月に議会評価特別委員会を設置し、議会評価について調査・研究し
ています（議会評価については20ページ参照）。

議長、副議長、所属議員が３人以上の会派の代表者で構成し、会派間の調
整及び協議を行います。

全議員で構成する会議です。市長等から市政の課題等についての説明、報
告を受けたり、議員間の討議を行ったりするために開催されます。

議会広報紙の編集、市民との意見交換会等に関する協議を行います。

※1　条例で５つの常任委員会を設置しており、委員の任期は２年です。

※２　予算決算委員会各分科会は各常任委員会の委員により構成されており、分科会ごとに研
究テーマを設定しています（研究テーマについては、17ページ参照）。

※３　各協議会は、各常任委員会の委員で構成されています。市長等から市の事務事業の報告、
説明を受けるために開催されます。

27

会議の種類



28

　  ライブ配信（生配信）
　　本会議や予算決算委員会の様子をYouTubeでライブ配信します。

　  録画映像
　定例会議や臨時会議の散会から約１か月後に、YouTubeで録画映像を配信しま
す。各会議毎にYouTubeの再生リストを作成しています。

　  会議録の検索・閲覧
　本会議や委員会の会議内容は会議録で確認することができます。会議録の冊子は会
津図書館や議会事務局で読むことができます。また、インターネットの会議録検索シ
ステムは、平成19年２月定例会以降のデータの中から、キーワードや議員名で発言
内容を検索することができます。
　市ホームページのトップ画面に、会議録検索システムのリンクを掲載しています。

　  市議会ホームページ
　会議日程や議会だより、議会の取組などに関する情報を随時更新しています。

動画へのリンク
は、市のホーム
ページから

会議録検索シス
テムはこちらから

市議会ホームページ
はこちらから

会津若松市議会では、本会議や予算決算委員会の映像をインターネットで配信しています。

議会映像・会議録・ホームページ

会議の傍聴の仕方
傍聴にあたり、事前の手続き等はありません。お気軽に傍聴にお越しください。また、
新庁舎では新たに防音設備のある傍聴室が設置され、小さいお子さんをお連れの方も、
気兼ねなく傍聴することができます。

傍聴マナーにご協力をお願いします
●傍聴席では、発言や拍手はできません。●携帯電話・スマートフォンはマナーモー
ドにするなど、音が鳴らないようにしてください。●録音、撮影はできません。●飲
食や喫煙はできません。傍聴規則の詳細は、市ホームページにも掲載しています。

傍聴規則の詳細
はこちら
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議会の広報紙「議会だより」
議会だよりは年４回（５月、８月、11月、２月）発行し、全世帯に配布しています。また、音声デー

タによる「声の議会だより」、点訳された「点字版議会だより」を発行しています。さらに、市議会のホー
ムページにバックナンバーを掲載し
ています。
左の画像は、令和７年２月にリ

ニューアルした議会広報紙「あいづ
わかまつ議会だより」です。市民と
議会をつなぐ広報紙として、今後も
分かりやすく、皆さんに親しんでも
らえるよう、編集していきます。

議会BCP（議会災害時業務継続計画）
会津若松市議会では、議会災害時業務継続計画（議会ＢＣＰ※）を策定し、災害が発生した場合の議

会と議員の役割等を定めています。これにより、災害が発生した場合の①議会機能の維持と早期回復、
②市民の生命、身体、財産を保護するために必要な支援の実施や市民生活の早期安定を図ることを目的
としています。

※�ＢＣＰ：Business Continuity Plan（業務継続計画）の略。議会機能が概ね平常に運用できるまでの
期間を想定し、災害時における議会、議員等の役割や具体的な取組等について定めた計画です。

市議会だより（創刊号） 広報議会No.149 議会だよりNo.220

会津若松市議会では、条例に基づき、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部（一人当たり
月額 35,000円）を政務活動費として、会派へ交付しています。政務活動費を充てることができるのは、
会派が行う調査研究や研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情等市政の課題、市民の意思を把握し、
市政に反映させる活動、その他住民福祉の増進を図るために必要な活動（政務活動）のための経費です。
支出残高がある場合は、市に返還しています。なお、政務活動費の支出状況は、毎年８月１日号の議会
だよりや、市のホームページに掲載しています。

政務活動費の主な使途基準　
●研究研修費：�研究会及び研修会の開催や、他団体が開催する研究会等への参加に係る経費（会

場費、講師謝金、出席者負担金等）
●調 査 旅 費：�調査研究活動のために必要な先進地調査や現地調査に係る経費（交通費、旅費、

宿泊費等）
●資料購入費：�調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入経費
●広 報 費：�調査研究活動や議会活動、市の政策について市民に報告し、広告宣伝するための

経費（広報・報告書作成経費等）
●事 務 費：�調査研究活動のために必要な事務経費（消耗品費、事務機器のリース代、郵券代等）

政務活動費
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議会の施設
議会の施設をご紹介します。皆さんお気軽にお

越しください。

本会議を行う場所を議場といいま
す。会津若松市議会では、議員席と
執行部の席が対面に配置され、中央

 会津若松市議会では、議員の調査研究
のため、議会図書室を設置しています。議
会図書室には、市議会会議録や議会史など

委員会や協議会など、議会に関する会議
を開催する場合に使用される部屋で、第１
委員会室と第２委員会室があります。

会派室は、各会派の議員が、市政の調査
研究における協議、調整の場として使用し
ています。また、公務性のある議員活動を
行う場合にも使用しています。

会派は、政策などの考え
を共有する議員で構成しま
す。本市議会の場合は、所
属議員３人以上の会派が各
派代表者会議や議会運営委
員会に参加できます。

　 会派とは？

議場・
傍聴室

議会
図書室

委員会
室

会派室

に演壇、議長席があります。
令和７年５月に市役所新庁舎の供用開始が予定

されています。市役所旧庁舎は昭和 12年に建築
され、議場は旧庁舎の中でも特に趣のある内装で
した。新庁舎では、その内装を保存しながら機能
的にリニューアルされます。
また、新庁舎では新たに防音設備のある傍聴室

が設置され、小さいお子さんをお連れの方も、気
兼ねなく傍聴することができます。

議会に関する資料をはじめとして、市の行政資料や政策
に関する図書などを収集、保存しています。
新庁舎の議会図書室は改修前に市長室であった部屋
で、ステンドグラスなどが移設され、歴史を感じさせる
内装になっています。議員の調査研究に支障のない範囲
で、市民の皆様も見学、閲覧することができます。

旧庁舎の議場

新庁舎における議場のイメージ図

新庁舎における議会図書室のイメージ図



31

議員レポート
　会津若松市議会には、定数を28人とする選挙によって市民の皆さんに選ばれた議員がいま
す。このページでは、会津若松市議会の議員をより知ってもらうために、議員に関わる情報や
議員の生の声を紹介します。

Q1

A

会津若松市議会議員には、どう
すればなれますか？
選挙権のある満25歳以上の市
民が、４年ごとに行われる市議

会議員選挙に立候補し、当選する必要
があります。
選挙運動については、条件付きです
が、選挙運動用自動車の使用、ビラ及
びポスターの作成などについて、その
一部が公費で賄われます。

Q3

A

議員の報酬（給与）はいくらです
か？
一月当たり議長51万4千円、副
議長47万7千円、議員44万7千

円です。報酬の額については、市民10
人以内で組織される「会津若松市特
別職報酬等審議会」の意見を聴くこと
になっています。（報酬額は令和７年３
月末現在）

Q2

A

仕事を持っている人も議員にな
れますか？
仕事を持っている人も、議員に
なれます。兼職の禁止※などの

一定の制約はありますが、会津若松市
議会でも、議員以外の仕事をしている
人がいます。

※兼職の禁止
市議会議員は、衆議院議員、参議院
議員、地方公共団体の議会の議員並
びに常勤の職員及び短時間勤務職員
と兼職できないことが、地方自治法
第92条に規定されています。

市議会議員ってどんな人？

・大好きな会津若松市をより良い街にし
たいから。
・小さな改革が少しずつでもみんなの幸
福感につながると考えたから。
・会津若松市の良いところを大切にしな
がら、若者が希望を持ち、シニア世代
が安心して暮らせる「まち」を、皆さ
んと一緒に創りたいと思ったか
ら。

なぜ議員になろうと思いましたか？

・多様な立場の多くの方々と出会い交流
して話すことで、様々な情報や知識を
得られ、自分が成長できたこと。
・皆さんが持つ会津若松市への深い郷土
愛を改めて実感できたこと。
・様々な立場や考えの方たちに触れ、お
互いに尊敬できるような人間関
係が広がっていること。

議員になって良かったことは何ですか？

・市民の要望や意見について対応し解決
した際の「助かった！ありがとう」の
言葉をいただいたとき。
・議員として発言したことが、市政に反
映されたとき。
・自分の発言や行動から少しでも行政の取
組が変化したと実感できたとき。

特にやりがいに感じていることは
なんですか？



発行：会津若松市議会
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議会参加ガイドブック
会津若松市議会白書
（令和7年3月発行）

※音声版・点字版・手話動画版があります。ご希望の方は、議会事務局までご連絡ください。

会津若松市議会白書（令和７年３月発行）

ガイドブック

会津若松市議会

議会参加


